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記
載
要
領
 

 
1 
本
表
は
、
一
般
会
計
(首
都
圏
近
郊
整
備
地
帯
等
事
業
補
助
率
差
額
)、
道
路
整
備
特
別
会
計
(後
進
地
域
特
例
法
適
用
団
体
等
補
助
率
差
額
)ご
と
に
別
葉
と
す
る
こ
と
。
 

 
2 
交
付
決
定
額
と
補
助
対
象
額
が
違
う
場
合
(不
用
額
が
生
じ
た
場
合
等
)は
、
交
付
決
定
額
の
上
段
に
( 
)書
で
補
助
対
象
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
3 
補
助
率
差
額
は
精
算
額
に
基
づ
い
て
算
出
す
る
が
、
繰
越
事
業
が
あ
る
場
合
に
は
交
付
決
定
額
に
基
づ
い
て
算
出
す
る
こ
と
。
 

 
 
 な
お
、
こ
の
場
合
に
は
備
考
欄
に
、
繰
越
額
(国
費
)を
そ
れ
ぞ
れ
明
記
す
る
こ
と
。
 

 
4 
同
一
箇
所
に
歳
出
予
算
と
国
庫
債
務
負
担
行
為
の
年
割
額
が
あ
る
場
合
は
、
各
々
を
分
離
し
て
計
上
し
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
の
年
割
額
に
つ
い
て
は
備
考
欄
に
「
国
債
」
と
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
5 
同
一
箇
所
に
異
な
っ
た
補
助
率
の
工
区
が
あ
る
場
合
は
、
補
助
率
毎
に
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
6 
I欄
は
計
算
の
結
果
負
数
と
な
っ
た
場
合
に
は
記
入
を
要
し
な
い
。
 

 
7 
補
助
率
差
額
の
申
請
額
(J
欄
)に
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
箇
所
毎
に
切
り
捨
て
る
こ
と
。
な
お
、
計
算
の
過
程
で
は
端
数
を
切
り
捨
て
な
い
こ
と
。
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